
★継続貸出の期間を変更しています

    継続貸出について

　  貸出期間の２週間で読み切れなかった時は、予約がない場合に限り１回だけ継続貸出（延長）ができます。手続きは利用者本人が図書
　館の窓口（借りた館・室以外でも可）へお申し出ください。また、館内に設置している利用者用検索端末機、Web、電話でも可能です。
　

【変更前】
・ 継続貸出（延長）処理日から２週間後です。

・ 継続貸出した場合の新たな返却予定日は、継続貸出した図書館（室）の開館カレンダーに準じます。

（例） 9月1日に貸出して、9月12日に継続貸出処理をした場合
9/1 9/15

貸出日 返却予定日
※継続貸出は貸出日以降いつでも可能

9/12 9/26

☆継続貸出（延長）処理日 新・返却予定日

【変更後】
・ 最初の返却予定日から２週間後です。

・ 継続貸出した場合の新たな返却予定日は、継続貸出した図書館（室）ではなく、初回の貸出館（室）の

開館カレンダーに準じます。

（例） 9月1日に貸出して、9月12日に継続貸出処理をした場合
9/1 9/15

貸出日 返却予定日
※継続貸出は貸出日の８日目から可能
  例の場合は、9/8から継続貸出可能

9/12 9/15 9/29

☆継続貸出処理日 新・返却予定日
　・9/12に継続貸出処理をしても、当初の返却予定日である9/15から２週間後が新・返却予定日になる

２週間後

２週間後

２週間後

２週間後


